
平 成 2 9 年 ７ 月
海事局船員政策課

船 員 に 関 す る 育 児 休 業 、 介 護 休 業 等 育 児 又 は 家 族 介 護 を 行 う 労 働 者
の福 祉 に 関す る 法律 施 行規 則 の 一部 改 正 につ い て

１． 背 景

雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 29年 法 律 第 14号 。 以
下 「 改 正 法 」 と い う 。） に よ り 、 育 児 休 業 、 介 護 休 業 等 育 児 又 は
家 族 介護 を 行 う労 働 者の 福 祉に 関 す る法 律（ 平 成 ３ 年法 律 第 76号 ）
の 一 部 が 改 正 さ れ 、 育 児 休 業 の 期 間 に つ い て 、 最 長 ２ 歳 ま で 延 長
す る こと が 可 能と な った 。
今 般 、 上 記 改 正 法 が 平 成 29年 10月 １ 日 か ら 施 行 さ れ る こ と に 伴

い 、 船 員 に 関 す る 育 児 休 業 、 介 護 休 業 等 育 児 又 は 家 族 介 護 を 行 う
労 働 者 の 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 ３ 年 運 輸 省 令 第 36号 。
以 下 「 船 員 育 児 ・ 介 護 休 業 法 施 行 規 則 」 と い う 。） に つ い て 所 要
の 改 正を 行 う こと と する 。

２． 概 要

（１ ） 育児 休 業 期間 の 再延 長

船 員 育 児 ・ 介 護 休 業 法 施 行 規 則 第 ４ 条 の ２ に お い て 、 子 の 育 児
休 業 の 延 長 （ １ 歳 → １ 歳 ６ か 月 ） す る 場 合 の 申 請 の 条 件 を 規 定 し
て い る が 、 今 般 の 法 改 正 に 伴 い 、 さ ら に 育 児 休 業 を 再 延 長 （ １ 歳
６ か 月 → ２ 歳 ） す る 場 合 の 申 請 の 条 件 を 規 定 す る た め の 改 正 を 行
う 。

（２ ） その 他

法 改正 に 伴 う条 項 ずれ 等 の所 要 の 改正 を 行 う。

３． ス ケジ ュ ー ル（ 予 定）

公 布 ：平 成 29年 ９ 月 上 旬
施 行 ： 平 成 29年 10月 １ 日


